
資料３－１ 

 

平成２９年度予算子育て支援施策関係概要 

 
１ 保育定員の拡大等（充実）               予算額 830,333千円 

（１）私立認可保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(２) 期間限定型保育事業 

平成 29年 4月事業実施予定 4園（各園 3～5人程度） 

 

 

２ 水谷橋公園内保育所の整備               予算額 50,468千円 

 

   待機児童の解消を図るため、立体都市公園制度を活用し、水谷橋公園（銀座 1丁目

12番 6号）内に保育所を整備する。 

  ※ スケジュール 平成 29年度    設計 

           平成 30・31年度  建設工事 

           平成 31年 10月   開設予定 

 

 

 ３ 私立保育所運営事業者に対する補助（充実）           493,825千円 

 （１）家賃補助【充実】 

    認可保育所開設後における施設の賃借に要する経費の一部補助について以下のと

おり充実する。※平成 32年度まで 

   ※ 内容 

      現行 上限額 2,000万円／年（10年間）または 2,500万円／年（8年間） 

         補助率 3／4 

名 称 はるみさくらさくほいくえん(仮称） にじいろ保育園小伝馬町

運営事業者 株式会社  ブロッサム 株式会社　サクセスアカデミー

予 定 定 員 ３０人程度(０～２歳児) ７２人程度(０～５歳児)

開 設 予 定 平成２９年９月 平成２９年９月

名 称 未定 勝どきえほん保育園（仮称）

予 定 地 佃一丁目 勝どき六丁目１番先

運営事業者 未定 株式会社　アンジェリカ

予 定 定 員 ９０人程度(０～５歳児) ９０人程度(１～５歳児)

開 設 予 定 平成３０年４月 平成３０年４月

予 定 地 晴海二丁目５番２４号 日本橋小伝馬町１３番（地番）



 

 

 

 

      充実後 

 

 

 

 

          ※2,500万円の場合は 8年間 

 （２）保育士宿舎借上支援事業【新規】                49,245千円 

    事業者が常勤保育士のために、特別区または特別区に隣接する市等において宿舎

を借り上げた場合に係る経費の一部を補助する。 

   ※ 対象施設 区内の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所など 

   ※ 補助内容 ・上限額 １戸あたり 71,000円/月（基準額 82,000円/月の 7/8） 

          ・補助率 7/8 

          ・利用定員 90人以下 1戸まで、利用定員 91人以上 2戸まで 

    ※社宅利用型借上住宅（グリーンホームズⅡ）を活用した既存事業については、

戸数を 5戸とする。【充実】 

 （３）保育士資格取得支援事業【新規】                2,395千円 

    事業者が保育士資格を持たない保育従事者に対し、保育士確保の取組として保育

士資格取得支援を行った場合に係る経費の一部を補助する。 

   ※ 対象施設 区内の認可保育所、認定こども園、認証保育所、小規模保育事業所

など 

   ※ 補助内容  

 ※上表のほか、代替職員雇用経費として 6,120円/日 

 

 

 

 ４ 一時預かり保育の定員拡大                   50,371千円 

   日本橋地域における一時預かり保育の需要が高いことから、新たに一時預かり保育 

施設を整備する。 

場  所 日本橋小伝馬町 5-1 十思スクエア 1 階 

   定  員 一時保育 8 名 緊急保育 1 名 

   開設予定 平成 29 年 10 月（平成 29 年 9 月利用登録・予約受付開始予定） 

 

 

 

 

 

 

 

開設日から 上限額（年額） 補助率 

1～3年目 4,500万円 7/8 

4～5年目 2,000万円または 2,500万円 7/8 

6～10年目 2,000万円または 2,500万円※ 3/4 

 保育士試験による資格取得支援 養成施設による資格取得支援 

講座利用 独学 養成施設受講料等 

上限額 15万円 5万円 30万円※ 

補助率 1/2 



 

産後ケアの実施 

 

１ 目 的  

核家族化が進行するなかで、父母の子育てに対する不安感や孤立感の解消をより一層

推進していく必要があります。このため、妊娠期から幼児期までのきめ細やかで一貫し

た母子の健康支援体制を一層強化するとともに、出産後早期から育児支援を行うことに

より母親の育児に対する負担感の軽減を図り、安心して子育てできる環境を整えること

が重要です。 

平成２９年度は、家族から出産後の支援が受けられず、心身の不調、育児不安などが

認められる母親とその新生児に対し、宿泊型の産後ケアを実施します。 

 

２ 内 容 

 (１) 対象  家族の支援が受けられないため、心身の不調、育児不安など 

が認められる母親とその新生児 

 (２) 実施時期  平成２９年４月 

 (３) 実施機関  聖路加産科クリニック  

(４) 利用期間  最長で６泊７日(１泊から利用可) 

(５) 利用料金  １泊２日 １０,０００円 以後１日につき１０,０００円加算 

(６) 予算額  １３,１２９千円 


